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出願商標「日本維新の会」拒絶審決取消請求事件：知財高裁平成 26(行

ケ)10090・平成 26年 9月 17日（2部）判決＜請求棄却＞ 

 

 

 

 

 

【事 実】 

第１ 原告の求めた裁判 

 特許庁が不服２０１２－１８７０７号事件について平成２６年２月２５日に

した審決を取り消す。 

第２ 事案の概要 

 本件は，商標登録出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の

取消訴訟である。争点は，①商標法４条１項６号該当性の有無に係る判断の基

準時及び②審決の事実誤認の有無である。 

１ 特許庁における手続の経緯 

(1) 商標登録出願 

 原告は，平成２３年１２月１６日，下記の本願商標につき商標登録出願（商

願２０１１－９０９４６号）をした（甲１。以下「本件出願」という。）。 

記 

 【本願商標】 

 「日本維新の会」（標準文字） 

  指定役務 

   第４１類 技芸・スポーツ又は知識の教授，セミナーの企画・運営又は

開催，教育研修のための施設の提供，電子出版物の提供，書籍

の製作，放送番組の製作，教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデ

オの制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。） 

(2) 拒絶理由通知 

 特許庁審査官は，平成２４年５月１０日付けで，原告に対し，「本願商標は，

『日本維新の会』の文字を標準文字で表してなるところ，当該文字は２０１１

年に設立された日本の政治団体の名称と認められ，これを出願に係る指定役務

について使用した場合，一私人である出願人が上記のような政治団体と何らか

の関係を有する者であるがごとく需要者において誤認するおそれがあり，かつ，

商取引の秩序を害するおそれがあることから，本願商標は，商標法４条１項７

号に該当する。」という趣旨の拒絶理由を通知した（甲２）。これに対し，原

告は，同年７月４日，反論の意見書（甲３）を提出した。 

(3) 拒絶査定 

 特許庁審査官は，平成２４年８月１６日，上記(2)の理由に基づき，拒絶査

定をした（甲４。以下「本件拒絶査定」という。）。 

Ｇ－１９２ 

 
【キーワード】 

 政党の名称（商標法 4 条 1 項 6 号），判断の基準時（査定時，審決時） 
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(4) 審判 

 原告は，平成２４年９月２５日，本件拒絶査定に対する不服の審判請求をし

た（不服２０１２－１８７０７号，甲５）。 

 特許庁における審判合議体の合議に基づき，審判長は，平成２５年４月９日

付けで，商標法５５条の２第１項，１５条の２に基づき，原告に対し，「『日

本維新の会』の文字は，公益に関する非営利目的の団体である政党を表示する

標章（名称）であって著名なものといえ，本願商標は，上記政党を表示する標

章と同一又は類似の商標であるから，商標法４条１項６号に該当する。」とい

う趣旨の拒絶理由を通知した（甲６）。これに対し，原告は，同年５月１７日，

反論の意見書（甲７）を提出した。 

 特許庁は，平成２６年２月２５日，「本件審判の請求は，成り立たない。」と

の審決をし（以下「本件審決」という。），その謄本は同年３月１７日に原告に

送達された。 

２ 本件審決の理由の要点 

(1) 本願商標は，「日本維新の会」の文字を標準文字で表してなるものであ

る。 

(2) 総務省報道資料「政党助成法に基づく政党の届出（平成２６年１月１日

現在）の概要」の別紙１及び別紙２の記載によれば，日本維新の会は，大阪府

内に主たる事務所を置き，国会議員６２人が所属する我が国の政党であるから，

公益に関する団体であって，かつ，営利を目的としないものといえる。また，

同政党は，我が国の政党として一般に広く知られており，同政党を表示する標

章である「日本維新の会」の文字についても，一般に広く知られているものと

認められる。 

 以上によれば，標章「日本維新の会」は，公益に関する団体であって営利を

目的としないものを表示する標章であり，著名なものといえる。 

(3) 本願商標は，上記標章「日本維新の会」と同一又は類似の商標である。 

 したがって，本願商標は，商標法４条１項６号に該当する。 

 

【判  断】 

１ 取消事由１（商標法４条１項６号該当性の有無に係る判断の基準時の誤

り）について 

(1)ア 商標法４条１項６号の趣旨は，同号所定の公的機関，非営利公益団体

及び非営利公益事業（以下「公的機関等」という。）を表示する標章であっ

て著名なものと同一又は類似の商標が商標登録を受けると，当該商標の使用

状況等によっては，公的機関等の権威や信用が損なわれたり，また，当該商

標に関する業務が公的機関等に関わるものであるなどの誤解を招き，需要

者・取引者に損害を与えるという弊害が生じ得ることから，そのような商標

の登録を禁じることによって，上記弊害の発生を阻止し，公的機関等の権威

及び信用を保持するとともに，出所混同の防止により需要者・取引者の利益
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を保護するものと解される。 

  また，商標法４条３項は，「第一項第八号，（中略）に該当する商標であ

っても，商標登録出願の時に当該各号に該当しないものについては，これら

の規定は，適用しない。」と規定しており，この文言自体から，商標不登録

事由を列挙する商標法４条１項各号のうち，同条３項に掲げられていないも

のについては，商標登録出願時に不登録事由に該当しなくても，その後の事

情変更等によって該当するに至った場合には，商標登録を受けることができ

なくなると解される。したがって，商標法４条３項の趣旨は，同条１項各号

の該当性の有無に係る判断の基準時を，最終的に当該判断をする時点，すな

わち，原則として「商標登録査定時」又は「拒絶査定時」，拒絶査定に対す

る審判の請求があった場合には，「審決時」とすることを前提として，同条

１項各号のうち，出願時には該当性が認められず，その後に出願人が関与し

得ない客観的事情の変化が生じたために該当するに至った場合，当該出願人

が商標登録を受けられないとするのは相当ではないものにつき，判断の基準

時の例外を定めたものと解するのが相当である（東京高裁昭和４６年９月９

日判決・無体財産権関係民事・行政裁判例集３巻２号３０６頁，最高裁平成

１６年６月８日第三小法廷判決・集民２１４号３７３頁参照）。 

イ 上記の商標法４条１項６号の趣旨及び同条３項の趣旨に加え，同項が判断

の基準時の例外を認めるものとして掲げる事由に商標法４条１項６号は含ま

れていないことに鑑みれば，同号該当性の有無に係る判断の基準時は，審査

官による商標登録出願の審査（同法１４条）の際には査定時，拒絶査定に対

する審判の請求があった場合（同法４４条）には，審決時とすべきである。 

(2)ア 審決取消訴訟は，裁判所において，特許庁における審判官の合議体

（商標法５６条１項，特許法１３６条。以下「審判合議体」という。）がし

た審決の瑕疵の有無を事後的に判断する訴訟手続であり，審理の直接の対象

は，商標権等の権利の存否ではなく，当該審決自体の違法性の存否，すなわ

ち，当該審決につき，同審決がなされた時点において瑕疵があったか否かと

いうことに尽きる。このことは，裁判所において，審決取消訴訟を提起した

原告が主張する取消事由に理由があるものと認めた場合であっても，自ら権

利の存否を判断することはせず，判決において当該審決を取り消すにとどま

り，同判決が確定したときは，特許庁の審判官においてさらに審理を行うと

されていること（商標法６３条２項，特許法１８１条）からも，明らかとい

える。 

  したがって，審決取消訴訟においては，原則として，当該審決時までの事

情に基づいて同審決の瑕疵の有無を判断すべきであり，同審決後に生じた事

情は考慮すべきではない。 

イ この点に関し，拒絶査定不服審判においては，査定の理由と異なる拒絶理

由を発見した場合，これに基づいて判断することができることから（商標法

５５条の２第１項），査定時に存在しなかった拒絶理由に基づいても判断す
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ることができるものと解され，したがって，不服の対象となる査定後に生じ

た事情を考慮して審決をすることができる。 

  しかしながら，拒絶査定不服審判は，審判合議体が，審査の続審（商標法

５６条１項，特許法１５８条）として，当該拒絶査定の結論の当否につき，

同拒絶査定の根拠とされたものに限らず，拒絶理由の有無を審査して判断す

るものであるから，前述したとおり，裁判所において，特許庁における審判

合議体がした審決の瑕疵の有無を事後的に判断する訴訟手続である審決取消

訴訟とは，手続の主体，構造が異なり，同列に論じることはできない。 

ウ なお，原告は，最高裁平成３年４月２３日第三小法廷判決・民集４５巻４

号５３８頁を掲げて，商標法５０条に関する判例，実務においては，商標使

用の判断時期は，事実審である審決取消訴訟の口頭弁論終結時とされている

旨主張する。 

  しかしながら，同判例は，継続して３年以上使用していない商標について

の商標登録取消審判の審決に対する取消訴訟において，同審判請求の登録前

３年以内における当該商標使用の事実に係る立証が事実審の口頭弁論終結時

に至るまで許される旨判示したものであり，上記使用の事実の有無を判断す

る時期に関するものではなく，また，審決の違法性の有無の判断の基準時に

関するものでもないから，原告の主張は失当である。 

(3)ア 以上によれば，商標法４条１項６号該当性の有無に係る判断の基準時

は，本件審決時，すなわち，平成２６年２月２５日と解すべきであり，その

審決取消訴訟である本件訴訟においても，本件審決が平成２６年２月２５日

の時点において本願商標は商標法４条１項６号に該当する旨の判断をしたこ

とにつき，誤りがあるか否かを審理すべきである。 

  原告は，上記の判断の基準時につき，主位的に，本件拒絶査定時とすべき

である旨を，予備的に，本件訴訟の口頭弁論終結時とすべきである旨を，そ

れぞれ，主張するが，いずれも採用できない。 

イ そして，証拠（乙１，乙２）及び弁論の全趣旨によれば，①平成２４年９

月２８日，「日本維新の会」という名称を有する政治団体が，政治資金規正

法６条１項の規定による政治団体の届出を行い，同日，同法７条の２第１項

の規定に基づき，上記政治団体について，「日本維新の会」という名称，代

表者の氏名等が公表されたこと，②上記「日本維新の会」という名称を有す

る政治団体から，政党助成法の規定に基づき，平成２６年１月１日（基準

日）現在において，政党としての要件を満たす旨の届出があったことが認め

られる。 

  これらの事実によれば，本件審決時において，「日本維新の会」という名

称を有する政党が存在したことは明らかである。そして，同政党は，資金面

において政治資金規正法による規制を受けていることから，営利を目的とし

ないものといえ，また，政治資金規正法における政治団体（同法３条１項）

及び政党助成法における政党（同法２条）に該当することから，公益に関す
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る団体ということができる。 

  したがって，「日本維新の会」という名称を有する政党は，商標法４条１

項６号所定の「公益に関する団体であって営利を目的としないもの」に該当

し，「日本維新の会」は，上記政党を表示する標章といえる。 

ウ また，前述のとおり，政治資金規正法７条の２第１項の規定に基づき，

「日本維新の会」の名称等が公表されたことに加え，政党「日本維新の会」

は，平成２４年の衆議院議員総選挙及び平成２５年の参議院議員通常選挙に

おいて，野党の中でも上位の票数を得ており，平成２６年１月１日現在，５

３名の衆議院議員及び９名の参議院議員が同党に所属していること（乙１）

に鑑みると，前記政党を表示する標章「日本維新の会」は，著名なものと認

められる。 

エ そして，本願商標は，「日本維新の会」の文字を標準文字で表してなるも

のであるから，上記標章と同一の商標ということができる。 

(4) 以上によれば，本件審決時において，本願商標は，商標法４条１項６号

に該当することが認められ，本件審決の認定に誤りはないというべきである。 

 なお，仮に，本件において，例外的に，本件審決後に生じた事情を考慮する

余地があり得るとしても，政党「日本維新の会」が正式に解党した後に一時的

に結成された新党「日本維新の会」の名称も，今後，変更されて消滅すること

が確定したという原告の前記主張に係る事実を認めるに足りる証拠はない。 

２ 取消事由２（本件審決の事実誤認の有無）について 

 証拠（甲８の１から甲１５）及び弁論の全趣旨によれば，原告は，「元祖 

日本維新の会」を掲げて政治活動等をしてきたことが認められるものの，この

事実は，前記結論を左右するものではない。 

 また，たとえ，本件審決時において，政党「日本維新の会」は近日中に消滅

する蓋然性が大きいという事実があったとしても，本件審決時に同党が存在し

ていた以上，本願商標について商標法４条１項６号の該当性が認められるのは

明らかであり，上記事実はこの結論を左右するものではないから，本件審決が

同事実を認定しなかったことは，事実誤認に当たらない。 

結  論 

 よって，原告の主張する取消事由はいずれも理由がないから，原告の請求を

棄却することとして，主文のとおり判決する。 

 

【論  説】 

 ここにおいても、Ｇ－１９１で述べた〔論説〕をそのまま引用したいが、

「東京維新の会」という政党はすでに解散して存在しない。「日本維新の会」

は、国家議員を中心に組織されている現在も有力な政党であるが、結いの党と

の合併により、「維新の党」という新党が９月２２日に結成され、新党の代表

は、日本維新の会の橋下徹さんと結いの党の江田憲司さんとの共同代表となっ
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たのである。 

 本件商標の出願人の中松義郎さんの氏名は、新党名下でも出ていない。 

 結局、出願人は、政治とは無関係の第４１類の役務について、個人的に関心

を持っていただけなのであろうか。 

 

〔牛木 理一〕 

 

 


